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⼗分に発揮できる社会に向かって〜 

⼟浦市男⼥共同参画推進計画

令和３年３⽉ ⼟浦市

〜誰もが個性と能⼒を 

第４次 

男女共同参画社会とは，「男女が，社会の対等な構成員として，自らの意思によ

って社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され，もって男女

が均等に政治的，経済的，社会的及び文化的利益を享受することができ，か

つ，共に責任を担うべき社会」です。 
（男女共同参画社会基本法第 2 条）



  計画策定の趣旨 

本市では，平成 23 年 3 月に「第 3 次土浦市男女共同参画推進計画」を策定し，平成 24 年 4 月

には「土浦市男女共同参画推進条例」を施行しました。また，平成 24 年 11 月に「男女共同参画都市」

を宣言して男女共同参画社会推進の土台を作り，平成 28 年 3 月に「第 3 次土浦市男女共同参画推

進計画（後期計画）」を策定して，男女共同参画社会の実現に向けて各種施策を推進してきました。 

現在の我が国は，少子高齢化の進行と人口減少時代の到来に加え，単身世帯の増加が進んでいま

す。今日では，子育てや介護は専ら家庭だけ・公的サービスだけが担うのではなく，地域でお互いに助け

合い支え合いながら取り組むことが主流になるなど，社会環境が変化しつつあります。 

少子高齢化で労働力人口の減少や生産年齢人口の減少が懸念される中で，女性の活躍は社会・経

済の持続可能な発展のためにも重要です。女性が職場・家庭・地域等生活の様々な場面において，自

信とやりがいをもって多様な役割を果たし活躍できる社会を築くことが求められています。 

この度，第 3 次計画の後期計画期間が令和 2 年度をもって終了することから，これまでの取組状況

の検証や社会情勢の変化等を踏まえ，新たな視点を加えた取組を示し，今後 10 年間の男女共同参画

社会づくりの行動指針として「第 4 次土浦市男女共同参画推進計画」を策定します。 

  計画の位置付け 

この計画は，次のような位置付けにあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  計画の期間 

この計画の期間は，令和 3 年度～令和 12 年度の 10 年間とします。 

中間年度である令和 7 年度には，事業の検証や評価を行った後，社会情勢の変化や計画の進捗状

況等により必要に応じ見直しを行い，「第 4 次後期計画」を策定するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 土浦市男女共同参画推進条例（平成 24 年条例第 13 号）第８条に基づく「基本計画」 

 男女共同参画社会基本法第１４条第３項に基づく「市町村男女共同参画計画」 

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（ＤＶ防止法）第２条の３第

３項に基づく「市町村基本計画」 

 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）第６条第２項に基

づく「市町村推進計画」 
 第 8 次土浦市総合計画を下支えする計画 
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策定

期間 

基本構想（令和 3年度～令和 12 年度 10 年間） 

前期計画（令和 3 年度～令和 7年度 5 年間）  

 見直し 後期計画（令和 8 年度～令和 12 年度 5 年間）

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男女双方が社会に参画できるようにするための取組，職場における女性

の活躍の促進，教育の場における幼少期からの男女平等教育の充実，市

による男女共同参画意識の啓発などの取組を進め，性別を問わず誰も

が希望する形で参画できる暮らしやすい社会づくりを図ります。 

施策の方向性１ 男女の社会参画の推進 
施策の方向性２ 職場における女性の活躍の促進 
施策の方向性３ 教育・学習の場における男女共同参画の推進
施策の方向性４ 男女共同参画意識の形成 

① 男女の人権の尊重 

② 社会における制度または慣行についての配慮 

③ 政策等の立案及び決定への共同参画 

④ 家庭生活における活動と他の活動の両立 

⑤ 国際的協調 

基本理念 

男女の共同参画の

実現に向かって 

基本目標１ 

安心して働ける職場づくりと働き方の見直しの推進，仕事と育児・介護等

の両立支援の推進，生活上の困難を抱える人々に対する支援を進め，

その人に合った多様な働き方と持続可能な生活ができる環境整備を図り

ます。 

施策の方向性１ ワーク・ライフ・バランスの実現と働き方の
見直しの推進 

施策の方向性２ 特に配慮・支援を要する男女を支える仕組み
づくり 

基本目標２ 

配偶者からの暴力（ＤＶ）の防止と被害者への支援，あらゆる人権侵害の

根絶，防災における男女共同参画，心と体の保護に努め，誰もが安心・安

全な生活を送ることができる社会づくりを進めます。 

施策の方向性１ 配偶者等からの暴力の防止と被害者に対する
支援 

施策の方向性２ あらゆる人権侵害の根絶 
施策の方向性３ 防災における男女共同参画の実現 
施策の方向性４ 心と体の保護 

安心・安全の 

実現に向かって 

基本目標３ 



 

 

  基本目標１ 男女の共同参画の実現に向かって 

指標 現状値 目標値 

審議会等の女性委員の登用率 ２６．３％ ３０．０％ 

社会全体としての男女の地位が平等である

と感じている市民の割合【市民意識調査】
１４．１％ ２０．０％ 

土浦市男女共同参画センターの認知度 

【市民意識調査】
３１．１％ ４５．０％ 

  基本目標２ 多様な働き方と持続可能な生活の実現に向かって 

指標 現状値 目標値 

仕事と家庭生活をともに優先している市民

の割合         【市民意識調査】
３７．４％ ４５．０％ 

保育所の待機児童数 ２人 ０人 

家庭の生活セミナー・父と子のクッキング

講座を受講した人数 
５２人 １００人 

  基本目標３ 安心・安全の実現に向かって 

 

指標 現状値 目標値 

ＤＶ被害者のうち，被害を相談したことが

ある人の割合      【市民意識調査】
４４．２％ ５０．０％ 

性被害者相談窓口の認知度 － ２０．０％ 

評価指標一覧 
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